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Ⅱ章6条に規定するFTTH事業者のⅤ章2-3条(3)項の可否判定申込の簡略化は，以下のケ

ーブル，及びその架線条件で適用されます。 

 

（１）光ドロップケーブル 

①共架申込設備が，以下の全ての条件に該当する光ドロップケーブルであること。 

ａ．次のいずれかの施設であること 

・光ドロップケーブル単独施設（吊線（メッセンジャワイヤ）は使用しない） 

・既設の自社光ドロップケーブル線への添架による増架 

・既に吊線（メッセンジャワイヤ）を使用している個所への添架による増架 

※吊線（メッセンジャワイヤ）の使用による光ドロップワイヤの架線工法を適用

する場合の判断が全社大＊でルール化され，一様に展開され，FTTH事業者と

して登録されていること。  ＊KOSMOSシステムに登録されている共架契約単位 

ｂ．光ドロップケーブルは以下に示す程度の仕様であること。 

心 線 数 外 径 重 量 引張強度 

４心以下 ２ｍｍ×５ｍｍ ２０ｇ／ｍ ６６０Ｎ 

ｃ．弛度は１．５％以上確保すること。 

ｄ．張線作業は機械によらないこと。（張線器は使用しないこと。） 

ｅ．架線電柱径間が３０ｍを超過しない事。３０ｍ超過の場合は，弛度を大きくと

るなどの張力緩和策を実施すること。 

  



 

②施設希望ポイントの状況毎の取扱 

光DC：光ドロップケーブル  TW：吊線（メッセンジャワイヤ） 

共架申込態様 共架申込ポイント 扱い 

既設自社線

の無いポイ

ントへの新

設 

光 DC単独，

TW新設無し 

 

・既設保安通信線のある保安通信線ポイント※１ 

・保安通信線は無いが既設他事業者線のある保安通信線

ポイント※２ 

・既設共架腕金上のポイント（単独施設・一束化※３） 

・小柱直付ポイント（単独施設・一束化※３） 

⇒空いている保安通信線ポイント・共架腕金施設ポイン

ト（腕金無し），他事業者直付（小柱除く）ポイント

は不可 

可否判定早期処理 

（新設申込要） 

光 DC・TW

併設 

・保安通信線は無いが既設他事業者線のある保安通信線

ポイント※２ 

・既設共架腕金上のポイント（単独施設・一束化※３） 

可否判定～ 

通常処理 

（新設申込要） 

既設自社線

のあるポイ

ントへの増

架 

光DC単独，

TW新設無し 

・既設自社線のある保安通信線ポイント（増架）※１ 

・既設自社線(既設光DC，TW＋光DC)のある既設共架腕

金上ポイント（増架・一束化※３） 

・既設自社線のある小柱上の直付ポイント（増架・一束

化※３） 

可否判定申込省略 

・新設申込省略 

・既設自社線のある直付ポイント（小柱除く） 可否判定申込～ 

通常処理※４

（申請申込要） 

光DC単独，

TW新設有り 

・既設自社線のある保安通信線ポイント（増架）※１ 

・既設自社線(既設光DC)のある既設共架腕金上ポイント

（増架・一束化※３） 

・既設自社線のある小柱上の直付ポイント（増架・一束

化※３） 

可否判定～ 

通常処理 

（新設申込要） 

※１：東電 PG保安通信部門の承諾要 

※２：東電 PG保安通信部門，既設他事業者との一束化合意要 

※３：既設他事業者との一束化合意要 

※４：共架腕金取付が必要なため 

 

以 上 


